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受援対象業務シート 

班名（ 子ども支援班 ）  課名（ 保育課 ） 

業務名 福祉避難所の開設・運営（保育園） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 
90 
(1施設15人) 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 18 

業務マニュアル有無 有 → 名称 福祉避難所運営・開設マニュアル 

受援対象業務の内容 
・施設利用者の安全確保 
・施設点検 
・本庁との連絡調整 

要請する業務内容 ・施設利用者に対する保育実施認 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 保育士資格所有者 

国 〇 保育士資格所有者 

自衛隊 -  

民間企業 〇 保育士資格所有者 

ボランティア 〇 保育士資格所有者 

その他の団体 〇 保育士資格所有者 

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 保育実施に要する物品（布団、タオル類）等 

指揮命令担当者 保育課長 連絡先 内線 1115 

受入担当者 保育課 庶務係長  連絡先 内線 1320 

想定される活動拠点 市内保育施設 



-61- 
 

 
＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・職員のシフト調整、引継ぎ事項の確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前日担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認、調整 

・前日担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認、調整 

    ↓ 

③主な活動 

・避難所運営 

・施設利用者及び避難者の安全確保 

・軽傷者対応 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理 

・災害情報の把握及び提供 

・要配慮者支援 

・施設点検 

・本庁との連絡調整 

・避難所運営 

・施設利用者及び避難者の安全確保 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理

の支援 

・災害情報の把握及び共有 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と対応事項の整理 ― 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継ぎ事項確認 ・翌日担当者への引継ぎ事項確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 子ども支援班 ）  課名（ 子育て推進課 ） 

業務名 乳幼児・児童の救援救護対策（避難所調査結果取りまとめ、対応策の検討） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 20 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 19 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・発災２～３日目を目途に、乳幼児・児童への適切な援護実施に向けた避難
所及び在宅の乳幼児・児童の実態調査、対応策を検討し実施 

要請する業務内容 
・避難所及び在宅の乳幼児・児童の実態調査の応援 
・対応策の検討の応援 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 災害対応に関する知見を有する者 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア 〇 保健福祉に関する資格保有者、または実務経験者 

その他の団体 〇 保健福祉に関する資格保有者、または実務経験者 

必要な 
資機材等 

応援側 通信機器（スマートフォン） 

市側 通信機器（パソコン、スマートフォン）、地図、筆記用具 

指揮命令担当者 子育て推進課長 連絡先 内線 1125 

受入担当者 子育て推進課 子育て推進係長  連絡先 内線 1341 

想定される活動拠点 各避難所、乳幼児・児童の自宅 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・避難所等の調査の割り当て確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ ・避難所等の調査の手順確認 ・避難所等の調査の手順確認 

    ↓ 

③主な活動 

・訪問による避難所等の実態調査 

・要配慮者の把握 

・必要な救援・救護の対応策検討 

・訪問による避難所等の実態調査 

・要配慮者の把握 

・必要な救援・救護の対応策検討 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、課題共有 ・職員打合せ、課題共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・対応策の優先順位付け ・対応策の優先順位付け 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・実施する対応策の確認 ・実施する対応策の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 子ども支援班 ）  課名（ 子ども育成課 ） 

業務名 応急的学童保育の実施 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

２週間以内 １日必要人数 
216※ 
(1施設6人)  

※最大の人数であり、被災状況や施設職員の勤務状況により流動的である。 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

 

業務番号 20 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・災害対応業務を行う市民が安心して業務に従事可能となるよう児童受入体
制の整備 

要請する業務内容 ・各学童保育所職員の応援及び休憩等含む交代要員 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 
 

国 〇 
（学童保育所） 
放課後児童支援員、教職員免許、 
保育士幼稚園教諭、小学校教職員免許 

自衛隊 〇  

民間企業 〇  

ボランティア 〇  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 感染対策用品、支援物資運搬、連絡手段機材 

市側 感染対策用品、支援物資、連絡手段機材、支援物資 

指揮命令担当者 子ども育成課長 連絡先 内線 1110 

受入担当者 子ども育成課 学童保育係長  連絡先 内線 1300 

想定される活動拠点 各学童保育所 

＜共通事項＞ 

業務の中で物資運搬等の対

応事項が発生するため、力

仕事が可能な人員も一定数

必要になる。 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 

・建物被害の確認 

・安全衛生等保育環境の確保 

・応援物資の確認 

― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・登所児童の確認 

・前日担当者からの引継ぎ 

・引継ぎ事項の確認 

・対応業務の確認 

    ↓ 

③主な活動 

・学童保育所運営及び登所児童の安全確保 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理 

・災害情報の把握及び提供 

・要配慮者支援 

・学童保育所運営及び登所児童の安全確保 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理 

・災害情報の把握及び提供 

・要配慮者支援 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・職員及び応援担当者との打合せ 

・課題事項、要対応事項の確認 

・市職員との打合せ 

・市側へ応援業務内容の報告 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・課題事項、要対応事項の整理 ・応援業務内容の再確認 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・課題事項、要対応事項の整理 ・翌日応援業務担当者への引継ぎ 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 福祉総務課 ） 

業務名 高齢者、障害者、その他要配慮者の救援・救護 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 
90 
(１施設３人) 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 21 

業務マニュアル有無 有 → 名称 避難行動要支援者避難支援マニュアル 

受援対象業務の内容 ・高齢者、障害者、その他要配慮者の実態把握と救援活動 

要請する業務内容 ・避難行動要支援者名簿登載者の安否確認（支援担当者の業務） 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇  

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア 〇  

その他の団体 〇 市内包括支援センター、介護施設、自治会、市民防災組織 

必要な 
資機材等 

応援側 防災服、ヘルメット 

市側 
避難行動要支援者名簿、筆記用具、地図、校門・玄関の鍵、携帯ラ
ジオ、懐中電灯、ランタン、腕章、消耗品等 

指揮命令担当者 福祉総務課長 連絡先 内線 1150 

受入担当者 福祉総務課 地域共生係長 連絡先 内線 1492 

想定される活動拠点 市内小中学校（一次避難所）等 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト調整、引継事項の確認 － 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前日担当者からの引継 

・対応事項の確認、調整 
・前日担当者からの引継 

    ↓ 

③主な活動 

・高齢者、障害者、その他要配慮者の実態

調査（支援団体・支援者からの安否確認

の報告を受け、福祉総務課へ報告） 

・情報整理 

・必要な資機材の配置 

・高齢者、障害者、その他要配慮者等へ 

の救援活動 

・本庁との連絡調整 

・避難行動要支援者名簿登載者の安否確

認（一つの一次避難所を活動範囲とし

て避難行動要支援者名簿登載者の安否

確認活動を行う。） 

 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 － 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 － 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継事項の確認 ・翌日担当者への引継事項の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 福祉総務課 ） 

業務名 二次避難所の開設・運営（総合福祉センター） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 45 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 22 

業務マニュアル有無 有 → 名称 
・二次避難所開設マニュアル 
・二次避難所（総合福祉センター）運営マニ
ュアル ※作成中 

受援対象業務の内容 
・二次避難所の開設・運営に関する補助 
・施設特性に応じた要配慮者に対する支援 

要請する業務内容 
・避難所機能の開設・運営補佐（食糧・生活用品等の受入・配布、避難者の
状況把握や見守り等） 

・特に医療・介護等のケアが必要な要配慮者へのサポート 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇  

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇  

ボランティア 〇 
保健・医療従事者（看護師、保健師等有資格者） 
避難所運営に係る補佐（ボランティア等）  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資、衛生用品（医療ケア用） 

市側 一次避難所と同様の備蓄物資全般（二次避難所には備蓄なし） 

指揮命令担当者 福祉総務課長 連絡先 内線 1150 

受入担当者 福祉総務課 調整係長 連絡先 内線 1490・1491 

想定される活動拠点 総合福祉センター 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継事項の確認 － 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・避難者の状況把握 

・支援物品の状況確認 

・避難者の状況把握 

・支援物品の状況確認 

    ↓ 

③主な活動 

・食糧・生活用品・衛生用品等の避難者へ

の配布 

・要配慮者の見守り・健康状態把握 

・食糧・生活用品・衛生用品等の避難者へ

の配布 

・要配慮者の見守り・健康状態把握 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・支援物品の状況把握、在庫管理 

・避難者の状況を報告・共有 

・支援物品の状況把握、在庫管理 

・避難者の状況を共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・災害対策本部に状況を報告（必要に応 

じて災害対策本部に応援要請） 
－ 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日担当者への引継事項の確認（備蓄 

物品の在庫状況、職員の配置） 

・翌日担当者への引継事項の確認（備蓄 

物品の在庫状況、職員の配置） 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 福祉総務課 ） 

業務名 二次避難所の開設・運営（福祉会館） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 60 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 23 

業務マニュアル有無 有 → 名称 

・二次避難所開設マニュアル 
・二次避難所（福祉会館）運営マニュアル 
※作成中  

受援対象業務の内容 ・二次避難所の開設・運営に関する補助 

要請する業務内容 
・避難所機能の開設・運営補佐（食糧・生活用品等の受入・配布、避難者の
状況把握や見守り等） 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇  

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 災害支援物品（食糧・生活用品・衛生用品等）の供給 

ボランティア 〇 避難所運営補佐（ボランティア等） 

その他の団体 〇 災害支援物品の運搬・供給、避難所運営補佐（一次避難所運営委員会） 

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資、衛生用品 

市側 一次避難所と同様の備蓄物資全般（二次避難所には備蓄なし） 

指揮命令担当者 福祉総務課長 連絡先 内線 1150 

受入担当者 福祉総務課 生きがいづくり係長 連絡先 042-523-4012 

想定される活動拠点 柴崎福祉会館、一番福祉会館、曙福祉会館、幸福祉会館 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継事項の確認 － 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・避難者の状況把握 

・支援物品の状況確認 

・避難者の状況把握 

・支援物品の状況確認 

    ↓ 

③主な活動 

・食糧・生活用品・衛生用品等の避難者へ

の配布 

・要配慮者の見守り・健康状態把握 

・食糧・生活用品・衛生用品等の避難者へ

の配布 

・要配慮者の見守り・健康状態把握 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・支援物品の状況把握、在庫管理 

・避難者の状況を報告・共有 

・支援物品の状況把握、在庫管理 

・避難者の状況を共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・災害対策本部に状況を報告（必要に応 

じて災害対策本部に応援要請） 
－ 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日担当者への引継事項の確認（備蓄 

物品の在庫状況、職員の配置） 

・翌日担当者への引継事項の確認（備蓄 

物品の在庫状況、職員の配置） 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 福祉総務課 ） 

業務名 火葬場（立川聖苑）の運営支援 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 17 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 24 

業務マニュアル有無 有 → 名称 遺体収容・安置・広域火葬マニュアル 

受援対象業務の内容 
・立川聖苑への職員派遣により、施設の被災状況確認、支援内容の協議、必
要に応じて東京都へ広域火葬の応援要請 

要請する業務内容 
・施設機能の被害状況の確認（必要に応じて復旧支援） 
・立川聖苑までの遺体搬送、または広域火葬時に立川聖苑以外の施設への搬送 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 施設保守担当、火葬受付、遺骨引き渡し 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 運輸事業者（遺体収容・安置所から聖苑までの搬送） 

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 - 

市側 防災無線（または災害時にも有効に機能する連絡通信機器） 

指揮命令担当者 福祉総務課長 連絡先 内線 1150 

受入担当者 福祉総務課 調整係長 連絡先 内線 1490・1491 

想定される活動拠点 立川聖苑（羽衣町 3-20-18） 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継ぎ事項の確認 － 

    ↓ 

②会議・打合せ ・火葬予定数と施設対応能力の確認 ・火葬予定数と施設対応能力の確認 

    ↓ 

③主な活動 ・立川聖苑に搬送される遺体の整理 

・立川聖苑に搬送される遺体の整理 

・遺体収容・安置所から立川聖苑までの遺

体の搬送 

・火葬の受付・調整 

・遺骨の引き渡し 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・火葬件数報告 

・施設稼働状況の報告 
－ 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・災害対策本部へ状況報告 － 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 

・（必要に応じて）広域火葬要請の検討 

・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 

・（必要に応じて）広域火葬要請の検討 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 福祉総務課 ） 

業務名 遺体の処置 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 32 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 25 

業務マニュアル有無 有 → 名称 遺体収容・安置・広域火葬マニュアル 

受援対象業務の内容 ・遺体収容・安置所内における遺体搬入、安置、引き渡し 

要請する業務内容 
・収容・安置所内に搬入される遺体の移動補助、安置に向けた洗浄や腐敗防
止措置 

・遺体の引き渡し 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 戸籍関係業務経験者（収容・安置所に埋火葬許可発行窓口を設けるため） 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 葬祭事業者（遺体洗浄、安置、納棺等作業） 

ボランティア -  

その他の団体 〇 医師会、歯科医師会、警察 ※１日必要人数にはカウントしていない。 

必要な 
資機材等 

応援側 
衛生用品（マスク・手袋・消毒等）、ドライアイス、納体袋、運搬に
必要な車両や機材 

市側 安置所事務に必要な物品、遺体収容に必要な物品 

指揮命令担当者 福祉保健部長 連絡先 内線 1070 

受入担当者 福祉総務課 調整係長 連絡先 内線 1490・1491 

想定される活動拠点 柴崎市民体育館、泉市民体育館 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・受付窓口開設 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・災害対策本部からの情報を共有 

・前日担当者からの引継ぎ 

・災害対策本部からの情報を共有 

・前日担当者からの引継ぎ 

    ↓ 

③主な活動 

・遺体収容・安置所における受付 

・検視・検案に係る補佐 

・収容後の遺体の洗浄、記録、安置 

・安置所内の管理 

・検視・検案に係る補佐 

・収容後の遺体の洗浄、記録、安置 

・安置所内の管理 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・収容・安置された遺体件数について確認 ・収容・安置された遺体件数について報告 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・遺体の収容・安置状況等について災害対

策本部へ報告 
― 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 

・不足する資機材等について整理 

・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 

・不足する資機材等について整理 
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受援対象業務シート 

班名（ 生活支援班 ）  課名（ 障害福祉課 ） 

業務名 福祉避難所の開設・運営（福祉作業所） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 
9 
(1 施設 3 人) 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 26 

業務マニュアル有無 有 → 名称 福祉避難所開設マニュアル（福祉作業所編） 

受援対象業務の内容 
・福祉避難所の開設及び運営 
・本庁との連絡調整 

要請する業務内容 
・福祉避難所の開設及び運営の全般 
・本庁との連絡調整 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 保健福祉等に関する資格所有者（可能な限り） 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 協定事業者 

ボランティア 〇  

その他の団体 〇  

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 福祉避難所の開設・運営に必要な備品 

指揮命令担当者 障害福祉課長 連絡先 内線 1155 

受入担当者 
障害福祉課 業務係長 
障害福祉課 障害福祉第四係長  

連絡先 
内線 1510 
内線 1517 

想定される活動拠点 市内福祉作業所（富士見、栄、一番） 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト調整、引継事項の確認 － 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前日担当者からの引継 

・対応事項の確認、調整 

・前日担当者からの引継 

・対応事項の確認、調整 

    ↓ 

③主な活動 

・避難者の受付 

・食糧及び生活必需品の確保、供給、管理 

・避難者の安全確保、施設点検 

・災害情報の把握及び情報提供 

・避難者の相談対応 

・本庁との連絡調整 

・避難者受付の支援 

・食糧及び生活必需品の供給管理の支援 

・避難者の安全確保、施設点検の支援 

・災害情報の把握及び提供の支援 

・避難者相談対応の支援 

・本庁との連絡調整支援 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 ・応援職員等自身の業務スペースの片付け 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継事項の確認 ・翌日担当者への引継事項の確認 

 

 

  



-78- 
 

受援対象業務シート 

班名（ 医療救護班 ）  課名（ 健康推進課 ） 

業務名 医療救護対策本部の設置 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 15 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 27 

業務マニュアル有無 有 → 名称 初動医療救護マニュアル 

受援対象業務の内容 
・医療救護対策本部における、緊急医療救護所・避難所救護所・各医療機関
等との連絡調整業務、各種情報収集業務、医療ボランティア受入業務 

要請する業務内容 
・医療救護対策本部における、緊急医療救護所・避難所救護所・各医療機関
等との連絡調整業務、各種情報収集業務、医療ボランティア受入業務 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 災害医療に関する知見を有する者（可能な限り） 

国 〇 災害医療に関する知見を有する者（可能な限り） 

自衛隊 〇 災害医療に関する知見を有する者（可能な限り） 

民間企業 -  

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 － 

市側 
パソコン、地図、ホワイトボード、ディスプレイ、筆記用具、机、
椅子、消耗品等 

指揮命令担当者 健康推進課長 連絡先 内線 4700 

受入担当者 健康推進課 業務係長 連絡先 内線 4729 

想定される活動拠点 健康会館内に設置する医療救護対策本部 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継ぎ事項の確認 - 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

・前担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

    ↓ 

③主な活動 

・緊急医療救護所との連絡調整 

・市内被災状況の確認 

・二次医療圏対策本部との連絡調整 

・二次医療圏医療機関の状況確認 

・三師会災害対策本部との連絡 

・避難所救護所との連絡調整 

・医療ボランティア受入・振分 

・緊急医療救護所との連絡調整 

・市内被災状況の確認 

・二次医療圏対策本部との連絡調整 

・二次医療圏医療機関の状況確認 

・三師会災害対策本部との連絡 

・避難所救護所との連絡調整 

・医療ボランティア受入・振分 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項共有 ・問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・交代者への引継ぎ事項の確認 ・交代者への引継ぎ事項の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 医療救護班 ）  課名（ 健康推進課 ） 

業務名 避難所救護所の設置・管理 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 18 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 28 

業務マニュアル有無 有 → 名称 被災者の健康管理マニュアル 

受援対象業務の内容 
・一次避難所（中学校）に避難所救護所を開設し、健康相談等を実施する。 
・避難者の医療ニーズや公衆衛生的ニーズを把握し、健康管理を行う。 

要請する業務内容 ・一次避難所（中学校）における健康相談、保健指導、心のケア等の実施 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 保健師、看護師、医師、栄養士、歯科衛生士等 

国 〇   〃 

自衛隊 〇   〃 

民間企業 -  

ボランティア 〇   〃 

その他の団体 〇   〃 

必要な 
資機材等 

応援側 血圧計（可能な限り） 

市側 地図、筆記用具、血圧計、体温計、アルコール綿（除菌シート）等 

指揮命令担当者 健康推進課長 連絡先 内線 4700 

受入担当者 健康推進課 保健指導係長 連絡先 内線 4730 

想定される活動拠点 一次避難所のうち中学校にのみ設置する救護所（避難所救護所） 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・必要物品、必要人数確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・１日の活動場所、活動内容の確認 

・留意点の共有 

・１日の活動場所、活動内容の確認 

・留意点の共有 

    ↓ 

③主な活動 

 

・一次避難所（中学校）における避難所救

護所（健康相談コーナー）の開設と運営 

・健康相談、保健指導、心のケア等の実施 

・避難所健康相談のコーディネートと実施 

・要医療者や要経過観察者、要配慮者の 

把握と対応 

・避難所における健康課題の抽出と対応

の検討 

・避難所における公衆衛生的ニーズの把

握と対応の検討 

・必要なマンパワーの配置と要請 

・医療救護対策本部との連絡調整 

 

・一次避難所（中学校）における避難所救

護所（健康相談コーナー）の運営 

・健康相談、保健指導、栄養指導、心のケ

ア等の実施 

・市側の指示による避難所健康相談の実施 

・要医療者や要経過観察者、要配慮者の 

把握と対応 

・健康相談等の記録や日誌の作成 

・要医療・要経過観察者や要配慮者の把握

状況等の報告 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・職員、支援者合同ミーティングを受け、

留意点の共有 

・職員、支援者合同ミーティングにおいて

活動報告と留意点の共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・課題等整理 

・情報共有用資料整理 
・整理点検 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日の業務確認 ― 
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受援対象業務シート 

班名（ 医療救護班 ）  課名（ 健康推進課 ） 

業務名 遺体の収容への協力 

受入開始時期 ５日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 3 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 29 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・医療救護所や病院に搬送され、死亡が確認された遺体の遺体収容所への搬
送手続き 

・遺族等による搬送が困難な場合の調整業務 

要請する業務内容 ・遺族との連絡や協定業者との調整 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇  

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 - 

市側 
パソコン、地図、ホワイトボード、ディスプレイ、筆記用具、机、
椅子、消耗品等 

指揮命令担当者 健康推進課長 連絡先 内線 4700 

受入担当者 健康推進課 業務係長 連絡先 内線 4729 

想定される活動拠点 健康会館内に設置する医療救護対策本部 



-83- 
 

 
＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継ぎ事項の確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

・前担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

    ↓ 

③主な活動 

・医療救護所や病院に搬送され、死亡が 

確認された遺体の遺体収容所への搬送

手続き 

・遺族等による搬送が困難な場合の調整

業務。 

・医療救護所や病院に搬送され、死亡が 

確認された遺体の遺体収容所への搬送

手続き 

・遺族等による搬送が困難な場合の調整

業務。 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項共有 ・問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・交代者への引継ぎ事項の確認 ・交代者への引継ぎ事項の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 医療救護班 ）  課名（ 健康推進課 ） 

業務名 被災者の健康管理 

受入開始時期 １週間以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 12 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 30 

業務マニュアル有無 無 → 名称 被災者の健康管理マニュアル※作成中 

受援対象業務の内容 
・在宅避難者に対し、巡回で健康相談等を実施する。 
・被災者の医療ニーズや公衆衛生的ニーズを把握し、健康管理を行う。 

要請する業務内容 ・在宅避難者に対する健康相談、保健指導、心のケア等の実施 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 保健師、看護師、栄養士、医師、歯科医師、歯科衛生士等 

国 〇    〃 

自衛隊 〇    〃 

民間企業 -  

ボランティア 〇    〃 

その他の団体 〇    〃 

必要な 
資機材等 

応援側 血圧計（可能な限り） 

市側 地図、筆記用具、血圧計、体温計、アルコール綿（除菌シート）等 

指揮命令担当者 健康推進課長 連絡先 内線 4700 

受入担当者 健康推進課 保健指導係長 連絡先 内線 4730 

想定される活動拠点 被災地、在宅避難者宅 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

① 準備 必要物品、必要な職種・人数の確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・物品準備、１日の活動内容・流れの確認、

前日からの引継ぎ・留意点の共有 

・物品確認、１日の活動内容・流れの確認、

前日からの引継ぎ・留意点の共有 

    ↓ 

② 主な活動 

・被災地における巡回健康相談のコーデ

ィネートと実施 

・要医療者や要経過観察者、要配慮者の 

把握と対応 

・健康課題の抽出と対応の検討 

・健康相談の継続実施の可否や優先順位

の確認 

・必要なマンパワーの配置と要請 

・医療対策本部との連絡調整 

・在宅避難者に対する健康相談、保健指

導、栄養指導、心のケア等の実施 

・要医療者や要経過観察者、要配慮者の 

把握と対応 

・健康相談等の記録や日誌の作成 

・要医療・要経過観察者や要配慮者の把 

握状況等の報告 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・職員・応援職員等合同ミーティング 

・傾向・課題・対応等留意点の共有 

・職員と合同ミーティング 

・活動報告と留意点の共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点等課題整理・情報共有用資料整理 ・整理・点検 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日の活動確認、書類・物品等準備 

・課題整理、情報共有資料反映 
― 
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受援対象業務シート 

班名（ 道路対策班 ）  課名（ 道路課 ） 

業務名 
道路、橋梁、河川等の災害対策（・道路、橋梁、河川等の災害対策・緊急輸送道路の
確保・災害時の交通規制実施への協力） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 50 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 31 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・緊急輸送道路の確保及び警察等の関係機関と協力し、交通規制実施の協力        
（５エリア×５人×2 班＝５０人） 

要請する業務内容 ・緊急輸送道路確保のための作業員及び重機等の提供 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 土木技術職 

国 〇 土木技術職 

自衛隊 〇 重機等の運転資格者と作業員 

民間企業 〇 重機等の運転資格者と作業員 

ボランティア 〇 重機等の運転資格者と作業員 

その他の団体 〇 重機等の運転資格者と作業員 

必要な 
資機材等 

応援側 重機、資機材 

市側 緊急輸送道路網図、道路復旧断面図 

指揮命令担当者 道路課長 連絡先 内線 2120 

受入担当者 道路課 管理係長 連絡先 内線 2407 

想定される活動拠点 緊急輸送道路及び橋梁等 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・緊急輸送道路網図、道路復旧断面図等 ・重機、資機材 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・緊急輸送道路確保の作業箇所及び方法

の説明 
・連絡先の確認（電話・メールアドレス） 

    ↓ 

③主な活動 

・緊急輸送道路及び橋梁等の被害状況の

確認、情報収集及び作業指示 

・（緊急輸送道路の確保後）警察その他関

係機関とともに交通規制実施への協力 

・緊急輸送道路の確保及び道路、橋梁等の

応急措置 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 ― 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 ― 
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受援対象業務シート 

班名（ 道路対策班 ）  課名（ 公園緑地課 ） 

業務名 地すべり、がけ崩れの災害調査及び復旧並びに危険区域等の安全確保 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

２週間以内 １日必要人数 6 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 32 

業務マニュアル有無 有 → 名称 調査・安全確保：「立川崖線被災確認方法」 

受援対象業務の内容 
・立川崖線等傾斜地の被災箇所の巡回 
（３エリア×２人＝６名） 

要請する業務内容 
・立川崖線等傾斜地の被災箇所の確認、本庁の緑化推進係長へ報告 
・（必要に応じて）テープで立入禁止措置 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 土木技術職 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 
デジタルカメラ（個人所有のスマートフォン・携帯電話含む。） 
自転車（可能であれば） 

市側 
自転車、立入禁止テープ、「立川崖線被災確認方法」拡大図 1・拡大
図 2・拡大図 3、デジタルカメラ 

指揮命令担当者 公園緑地課長 連絡先 内線 2106 

受入担当者 公園緑地課 緑化推進係長 連絡先 内線 2261 

想定される活動拠点 立川崖線「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・資器材の準備 

・持参備品の確認 

・巡回場所の事前確認（立川市土砂警戒区

域を国交省 HP 重ねるハザードマップ

で確認） 

    ↓ 

②会議・打合せ ・「立川崖線被災確認方法」の説明 ・連絡先の確認（電話・メールアドレス） 

    ↓ 

③主な活動 ・立入禁止措置した場所等の連絡受付 
・立川崖線等傾斜地の被災箇所の巡回 

・必要に応じてテープで立入禁止措置 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・応援職員等からの情報整理、公園緑地 

課長への報告（緑化推進係長） 

・被災箇所の巡回と発見した被災箇所の

報告（本庁緑化推進係長へ報告） 

・緑化推進係長が取りまとめた内容の確認 

    ↓ 

⑤取りまとめ 

・公園緑地課長による道路対策班班長 

（道路課長）への報告 

・（その後）部本部の都市計画課長（被災

宅地危険度判定に関連)への報告 

― 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 

・翌日エリア分担を決めるが、余震等に 

応じて、随時確認の可能性があること

等を共有 

― 
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受援対象業務シート 

班名（ 復旧班 ）  課名（ 都市計画課 ） 

業務名 危険区域等の安全確保 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

10 日以内 １日必要人数 16 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 33 

業務マニュアル有無 有 → 名称 
・被災宅地危険度判定業務実施マニュアル 
・実施本部業務マニュアル 
・被災宅地の調査・危険度判定マニュアル 

受援対象業務の内容 
・被災宅地危険度判定業務、危険宅地の立入禁止措置業務、被災宅地の被害
状況の把握及び情報整理、共有 

要請する業務内容 
・被災宅地危険度判定業務 
・危険宅地の立入禁止措置業務 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

国 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

自衛隊 〇  

民間企業 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

ボランティア 〇  

その他の団体 〇  

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 被災宅地危険度判定に必要な資器材 

指揮命令担当者 都市計画課長 連絡先 内線 2118 

受入担当者 都市計画課 都市総務係長 連絡先 内線 2365 

想定される活動拠点 市役所本庁舎、七小、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・判定機材搬入・準備、実施計画作成 － 

    ↓ 

②会議・打合せ ・担当区域指示、作業時確認・留意点打合せ ・担当区域確認、作業時留意事項共有 

    ↓ 

③主な活動 

・当日確認箇所・作業行程打合せ 

・想定される課題事項発生時の対応協議 

・判定機材の準備及びチェック 

・現地調査・状況把握し、立入禁止措置等 

の対策実施 

・当日確認箇所・作業行程打合せ 

・想定される課題事項発生時の対応協議 

・判定機材の準備及びチェック 

・現地調査・状況把握し、立入禁止措置等 

の対策実施 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・調査結果報告、作業における問題点・ 

危険箇所等の情報を共有 

・調査結果報告、作業における問題点・ 

危険箇所等の情報を共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・調査報告・情報共有にて確認した課題・

改善点等の情報を集約し本部に報告 
・後片付け 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日の調査範囲設定、留意事項の把握、

判定機材の点検・補充 
－ 
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受援対象業務シート 

班名（ 復旧班 ）  課名（ 都市計画課 ） 

業務名 被災宅地危険度判定の実施 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

20 日以内 １日必要人数 30 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 34 

業務マニュアル有無 有 → 名称 
・被災宅地危険度判定業務実施マニュアル 
・実施本部業務マニュアル 
・被災宅地の調査・危険度判定マニュアル 

受援対象業務の内容 
・被災宅地危険度判定業務、危険宅地の立入禁止措置業務、被災宅地の被害
状況の把握及び情報整理・共有 

要請する業務内容 
・被災宅地危険度判定業務 
・危険宅地の立入禁止措置業務 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

国 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

自衛隊 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

民間企業 〇 被災宅地危険度判定士登録者 

ボランティア 〇  

その他の団体 〇  

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 被災宅地危険度判定に必要な資器材 

指揮命令担当者 都市計画課長 連絡先 内線 2118 

受入担当者 都市計画課 都市総務係長 連絡先 内線 2365 

想定される活動拠点 市役所本庁舎、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・判定機材搬入・準備、実施計画作成 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ ・担当区域指示、作業時確認・留意点打合せ ・担当区域確認、作業時留意事項共有 

    ↓ 

③主な活動 

・当日作業箇所・作業行程の確認 

・想定される課題事項発生時の対応協議 

・判定機材の準備及びチェック 

・現地調査・判定結果の現地表示 

・当日作業箇所・作業行程の確認 

・想定される課題事項発生時の対応協議 

・判定機材の準備及びチェック 

・現地調査・判定結果の現地表示 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・判定結果報告、作業における問題点・危

険箇所等の情報を共有 

・判定結果報告、作業における問題点・危

険箇所等の情報を共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 

・作業後報告・情報共有にて得た危険箇所

や作業時における課題・改善点等の情

報を集約し本部に報告 

・後片付け 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日の作業範囲設定、留意事項の把握、

判定機材の点検・補充 
― 
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受援対象業務シート 

班名（ 建物班 ）  課名（ 住宅課 ） 

業務名 市営住宅の被災状況把握 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

２週間以内 １日必要人数 20 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 35 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・市営住宅（9 住宅 21 棟）及び市営シルバーピア（5 住宅）の被害状況の
把握及び情報提供 

要請する業務内容 
・市営住宅の被災状況把握の全般 
・周辺地区の被害状況の把握と情報提供 
・一次避難所への誘導 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 ○ 公営住宅関係職員 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア ○ 立川市応急危険度判定員、介護福祉関係職（ヘルパーなど） 

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 パソコン、地図、筆記用具、机、椅子、消耗品等 

指揮命令担当者 住宅課長 連絡先 内線 2142 

受入担当者 住宅課 住宅管理係長 連絡先 内線 2558 

想定される活動拠点 市営住宅及び市営シルバーピア 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等、引継事項の確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前日の引継ぎ（状況把握） 

・対応事項の確認・調整 

・前日の引継ぎ（状況把握） 

・対応事項の確認・調整 

    ↓ 

③主な活動 

・市営住宅の被災状況調査 

・居住者の安全確認 

・危険な建物への立入禁止等の措置 

・災害情報の把握及び提供 

・一次避難所への誘導 

・市営住宅の被災状況調査 

・居住者の安全確認 

・危険な建物への立入禁止等の措置 

・災害情報の把握及び提供 

・一次避難所への誘導 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 ・問題点と要対応事項の整理 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日の引継ぎ（状況把握）の確認 ・翌日の引継ぎ（状況把握）の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 建物班 ）  課名（ 建築指導課 ） 

業務名 被災建築物応急危険度判定の実施 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

２週間以内 １日必要人数 538 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 36 

業務マニュアル有無 有 → 名称 被災建築物応急危険度判定マニュアル 

受援対象業務の内容 ・被災建築物応急危険度判定業務 

要請する業務内容 
・被災地における建築物の応急危険度判定業務 
・後方支援業務 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 建築職・応急危険度応援判定員、後方支援班業務等 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア 〇 立川市応急危険度判定員 

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 判定資機材等 

市側 判定資機材（判定マニュアル P4 による） 

指揮命令担当者 建築指導課長 連絡先 内線 2114 

受入担当者 建築指導課 構造設備係長 連絡先 内線 2349 

想定される活動拠点 市役所本庁舎、泉市民体育館、柴崎市民体育館、西砂学習館、砂川学習館 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・判定実施計画策定 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ ・判定実施計画の作成等 
・判定コーディネーターとの調整 

・判定区域の確認 

    ↓ 

③主な活動 

・判定計画班による業務 

・判定支援班による業務 

・後方支援班による業務 

・応急危険度判定員における応援判定員 

・後方支援班業務 

・（判定員の指導、支援） 

・建築物の応急危険度判定業務 

・（現地調査、報告書の作成） 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・③の各班における状況報告、判定活動 

の報告と問題点等共有 

・応援判定員の人数等の状況確認、後方 

支援における状況確認 

・応急危険度判定活動の実施報告 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・活動内容の確認、問題点の確認 

・判定区域の状況及び集計 

・後方支援及び応援判定の確認 

・判定コーディネーターへの報告 

・（調査結果の報告、問題点の確認） 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 

・判定員等の人員の調整 

・不足判定物資等の確認 

・危険度判定活動の実施計画 

・不足判定物資の確保 

・応援判定員の支援計画 

・翌日の判定活動の可否及び判定コーデ

ィネーターとの調整 
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受援対象業務シート 

班名（ 下水道施設班 ）  課名（ 下水道管理課 ） 

業務名 
下水道施設の点検及び復旧 
（・下水道施設の点検及び復旧・下水道施設（各ポンプ場）の点検及び復旧） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 12 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 37 

業務マニュアル有無 有 → 名称 震災下水道応急対応計画行動マニュアル 

受援対象業務の内容 ・緊急点検結果により判明した被害の全容把握し、緊急措置の必要性判断 

要請する業務内容 
・被害箇所のマンホールを開けて地上から目視調査 
・被害状況の把握のためスタッフ等による計測と写真撮影 
・状況の報告書の作成 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 土木職職員 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 東京都都市づくり公社または下水道メンテナンス協同組合の職員 

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 携帯電話、安全靴 

市側 
地図、筆記用具、マニュアル、鉄蓋開閉器、カメラ、懐中電灯、ス
タッフまたはコンベックス、軍手、場合により酸素濃度計測器や自
転車 

指揮命令担当者 下水道管理課長 連絡先 内線 2100 

受入担当者 下水道管理課 庶務係長 連絡先 内線 2200 

想定される活動拠点 市内全域 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・資機材等の準備 ・資機材等の準備 

    ↓ 

②会議・打合せ 

・担当箇所の指示と役割、記録方法、注意

事項、持ち物確認、行動方法の確認 

・作業時間の確認 

・市への質問と確認 

    ↓ 

③主な活動 

※ 9:00～17:00 を基本とする 

・被害箇所のマンホールを開けて、地上 

から目視調査 

・被害状況の把握のためスタッフ等によ

る計測と写真撮影 

・状況の報告書の作成 

※ 4人１班とし、内１人は市職員とする。 

・被害箇所のマンホールを開けて、地上 

から目視調査 

・被害状況の把握のためスタッフ等によ

る計測と写真撮影 

・状況の報告書の作成 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・報告書の受領、問題点の共有 ・報告書、写真提出 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・問題点等の整理、情報共有、用具等の 

確認 
・報告書の内容確認と用具等の返還 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・翌日の担当箇所の設定、役割分担、 

行動方法の設定と準備 
・集合時間の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ ごみ対策班 ）  課名（ ごみ対策課 ） 

業務名 
災害廃棄物の処理 
（・災害廃棄物処理に関する総合調整（がれき、廃材等）・関係業者の指導及び連絡
調整（がれき、廃材等の収集）・仮置き場の確保） 

受入開始時期 １週間以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 60 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 38 

業務マニュアル有無 無 → 名称 ※作成中 

受援対象業務の内容 ・災害ごみの収集運搬と災害廃棄物仮置き場での受入れ 

要請する業務内容 

・災害ごみを優先するため、粗大ごみ戸別収集停止や生活ごみ拠点回収等の
周知案内 

・車両手配、各施設との連携、避難所への連絡 
・散在性ごみの受入の手続き、施設や各関係団体との調整 
・仮置き場での受入れできるごみと受入日時の周知、現場誘導、分別指導、
受入不可物の排除 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 災害対応に関する知見を有する者（可能な限り） 

国 〇 災害対応に関する知見を有する者（可能な限り） 

自衛隊 〇  

民間企業 〇 一般廃棄物収集運搬業者 

ボランティア 〇  

その他の団体 〇 ごみ減量化担当部所属経験（OB） 

必要な 
資機材等 

応援側 車両、軍手、デジタルカメラ、作業着、ヘルメット 

市側 
庁用車、パソコン、デジタルカメラ、地図、筆記用具、机、椅子、
消耗品等 

指揮命令担当者 ごみ対策課長 連絡先 内線 6750 

受入担当者 ごみ対策課 計画推進係長 連絡先 内線 6751 

想定される活動拠点 市役所本庁舎内、総合リサイクルセンター、クリーンセンター、仮置き場 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 

・周知対象及び方法の手順 

・回収ルートの作成 

・仮置き場資機材準備、シフト表、分担確認 

・資機材等の準備 

    ↓ 

②会議・打合せ ・引継ぎ確認、問題点への対処法周知 ・引継ぎ事項確認、担当業務確認 

    ↓ 

③主な活動 

・災害ごみを優先するため、粗大ごみ戸 

別収集停止や生活ごみ拠点回収等の周

知案内 

・収集業者との契約、回収ルート整理、受

援受入の調整 

・仮置き場の入場者対応やごみの収集 

・前日の問題点の検討 

・電話対応 

・災害ごみを優先するため、粗大ごみ戸 

別収集停止や生活ごみ拠点回収等の周

知案内 

・収集手配 

・収集業者は回収 

・散在性ごみの通報や回収実績の管理 

・仮置き場の入場者整理、場内案内、ごみ

の整理 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・報告、問題点等情報共有 ・報告、問題点等情報共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点等整理、情報共有資料反映 
・集計結果共有、仮置き場内点検、安全確

認 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・引継ぎ事項の整理、役割分担設定 ・翌日の役割分担確認、施錠 
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受援対象業務シート 

班名（ ごみ対策班 ）  課名（ ごみ対策課 ） 

業務名 し尿処理 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 5 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 39 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 ・仮設トイレ運用業務とし尿の収集、運搬 

要請する業務内容 

・避難所への仮設トイレの運搬、不足している仮設トイレの確保 
・東京都の「多摩川上流水再生センター」及び「北多摩二号水再生センター
と連携し、し尿の適正処理 

・避難所等に設置された仮設トイレから上記施設へのし尿の収集搬入 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇  

国 〇  

自衛隊 -  

民間企業 〇 一般廃棄物収集運搬業者 

ボランティア -  

その他の団体 〇 ごみ対策課経験者（OB） 

必要な 
資機材等 

応援側 車両、軍手、作業着 

市側 車両、パソコン、軍手、デジタルカメラ等 

指揮命令担当者 ごみ対策課長 連絡先 内線 6750 

受入担当者 ごみ対策課 計画推進係長 連絡先 内線 6751 

想定される活動拠点 避難所、仮設トイレ保管場所内 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 
・仮設トイレの必要箇所、必要数の確認 

・収集ルートの作成 
・資機材等の準備 

    ↓ 

②会議・打合せ ・引継ぎ事項確認、担当業務指示 ・引継ぎ事項確認、担当業務指示 

    ↓ 

③主な活動 

・仮設トイレ運搬要請の整理、必要箇所、

必要数の把握、運搬先の決定、運搬 

・収集業者との契約、収集ルート作成、受

援受入の調整 

・当日計画に基づく仮設トイレの運搬 

・し尿等回収 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・報告、問題点等情報共有 ・報告、問題点等情報共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ 
・仮設トイレ割振り状況の把握 

・問題点整理、情報共有資料整理 
・仮設トイレ割振り状況の把握 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 
・仮設トイレの必要箇所、必要数の把握 

・引継事項整理、役割分担設定 
・翌日の役割分担確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 避難所班 ）  課名（ 教育総務課 ） 

業務名 避難所の開設・運営（一次避難所） 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 30 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 40 

業務マニュアル有無 有 → 名称 
・一次避難所開設マニュアル 
・各避難所運営マニュアル 

受援対象業務の内容 ・一次避難所の運営支援と周辺地区の被害状況の把握及び情報提供 

要請する業務内容 
・一次避難所の運営支援の全般 
・周辺地区の被害状況の把握と情報提供 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 災害対応に関する知見を有する者（可能な限り） 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 -  

ボランティア 〇 保健福祉等に関する資格所有者 

その他の団体 〇 保健福祉等に関する資格所有者 

必要な 
資機材等 

応援側 応援職員等の生活物資 

市側 パソコン、地図、筆記用具、机、椅子、消耗品等 

指揮命令担当者 教育総務課長 連絡先 内線 2128 

受入担当者 教育総務課 庶務係長 連絡先 内線 2464 

想定される活動拠点 各一次避難所 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継事項の確認 ― 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・前日担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

・前日担当者からの引継ぎ 

・対応事項の確認・調整 

    ↓ 

③主な活動 

・避難所運営委員会（定例会議） 

・応急給水の実施 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理 

・災害情報の把握及び提供 

・要配慮者支援・避難者の相談 

・避難所運営委員会（定例会議） 

・応急給水の実施 

・食糧及び生活必需品の確保・供給・管理 

・災害情報の把握及び提供 

・要配慮者支援・避難者の相談 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 ・職員打合せ、問題点と要対応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 ・自身の業務スペースの片付け 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継事項の確認 ・翌日担当者への引継事項の確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 避難所班 ）  課名（ 生涯学習推進センター ） 

業務名 文化財等の災害調査及び復旧 

受入開始時期 ２週間以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 6 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 41 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・市内指定有形文化財の現状及び被災状況の把握 
・保存管理施設の状況調査及び応急措置対応 

要請する業務内容 ・文化財被災状況調査及び応急措置作業 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 〇 文化財専門職員、学芸員職 

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 
文化財建造物⇒全国ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰﾈｯﾄﾜｰｸ協議会に属するﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
埋蔵文化財 ⇒民間調査組織 

ボランティア 〇 文化財保護行政及び調査研究機関での実務経験者 

その他の団体 〇 文化財保護行政及び調査研究機関での実務経験者 

必要な 
資機材等 

応援側 
文化財調査に係る必要な物資、機材（自前で使用されているものが
あれば流用願いたい。） 

市側 調査に係る記録機材、報告資料作成のための用具など 

指揮命令担当者 生涯学習推進センター長 連絡先 内線 4810 

受入担当者 
生涯学習推進センター 
文化財係長 

連絡先 042-525-0860 

想定される活動拠点 立川市歴史民俗資料館 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 

・訪問先の確認、所有・管理者と調整 

・調査対象リストの準備 

・調査記録機材、移動方法、緊急連絡先確認 

・訪問先の確認、所有・管理者と調整 

・調査記録機材、移動方法、緊急連絡先確認 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・両者合同で、過去の状況、記録・調査の

手順、訪問先の確認 

・両者合同で、過去の状況、記録・調査の

手順、訪問先の確認 

    ↓ 

③主な活動 

・文化財現状調査、記録保存（写真撮影、

管理者聞き取り）※２名体制 

・被災状況を確認し、応急処置の必要性 

を判断（トリアージ） 

＜指定文化財＞ 

・文化財保存等の対応判断と応急処置を

行い、簡易的な保護計画立て 

＜埋蔵文化財＞ 

・主に復旧工事に係る対応（文化庁等の 

対応指針に従い、現地確認後、工事立会

い調査、遺跡の保存確認） 

・工事で保存が図れない場合は、小規模 

工事に対して緊急発掘調査を実施（発

掘調査の実施可否は市側で判断する。） 

・文化財現状調査、記録保存（写真撮影、

管理者聞き取り）※２名体制 

・被災状況を確認し、応急処置の必要性 

を判断（トリアージ） 

＜指定文化財＞ 

・文化財保存等の対応判断と応急処置を

行い、簡易的な保護計画立て 

＜埋蔵文化財＞ 

・主に復旧工事に係る対応（文化庁等の 

対応指針に従い、現地確認後、工事立会

い調査、遺跡の保存確認） 

・工事で保存が図れない場合は、小規模 

工事に対して緊急発掘調査を実施（発

掘調査の実施可否は市側で判断する。） 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・調査日報及び緊急性の高い被災文化財

の状況報告を受け、緊急対策の設計 

・調査日報及び緊急性の高い被災文化財

を報告し、調査対応記録を整理 

    ↓ 

⑤取りまとめ 

・調査報告から継続調査班と調査班に担

当分け 

・文化庁への報告及び対応協議 

・市側の取組を確認し、作業者の変更が 

ある場合は引継ぎ作業 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 

・調査リストから分担確認と作業内容を

検討 

・埋蔵文化財の工事事業者との協議調整 

・調査リストから分担確認と作業内容を

検討 

・埋蔵文化財の調査地の確認、機材確認 
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受援対象業務シート 

班名（ 給食班 ）  課名（ 学校給食課 ） 

業務名 炊き出しの実施 

受入開始時期 ３日以内 
受入終了時期 
（目安） 

30 日以内 １日必要人数 25 

 

 

＜応援要請に関する情報＞ 

 

 

 

＜受援体制に関する情報＞ 

 

  

業務番号 42 

業務マニュアル有無 無 → 名称 - 

受援対象業務の内容 
・備蓄品を使った炊き出し及び避難所等への配送 
・支援物資（食糧）を受入れ、賞味期限や品目を考慮し避難所等へ配送 

要請する業務内容 
・炊き出し、支援物資（食糧）の受入（荷下ろし）・仕分、積込、配送、在庫
の把握 

応援要請先 求める職種・資格 等 

他自治体 -  

国 -  

自衛隊 -  

民間企業 〇 配送車の運転に必要な運転免許、ドライバー以外は資格等を問わない。 

ボランティア -  

その他の団体 -  

必要な 
資機材等 

応援側 配送車、台車、応援職員等の生活物資 

市側 備蓄品、台車、通信機器、筆記用具、消耗品他 

指揮命令担当者 学校給食課長 連絡先 内線 6815 

受入担当者 学校給食課 管理係長 連絡先 内線 6812 

想定される活動拠点 学校給食東共同調理場、学校給食西共同調理場 
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＜活動体制（１日の流れ）＞ 

 市側 応援側 

①準備 ・応援職員等のシフト、引継ぎ事項の確認 ・引継ぎ事項の確認 

    ↓ 

②会議・打合せ 
・給食班打合せの実施、問題点と要対応 

事項共有 

・給食班打合せへの参加、問題点と要対 

応事項共有 

    ↓ 

③主な活動 

・炊き出しの実施 

・支援物資の受入、仕分 

・支援物資の積込、配送 

・備蓄品及び支援物資の在庫の把握 

・炊き出しの実施 

・炊き出しの配送 

・支援物資の受入・仕分 

・支援物資の積込・配送 

・備蓄品及び支援物資の在庫の確認 

    ↓ 

④１日の報告・情報共有 
・給食班打合せの実施、問題点と要対応 

事項共有 

・給食班打合せへの参加、問題点と要対 

応事項共有 

    ↓ 

⑤取りまとめ ・問題点と要対応事項の整理 ・支援物資置き場の整理 

    ↓ 

⑥翌日作業設計 ・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 ・翌日担当者への引継ぎ事項の確認 
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資料編 

1. 民間団体との協定（85団体88協定） 

番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

1 

災害応急用米

穀調達に関す

る協定書 

昭和53（1978）年 

10月26日 

立川市米穀販売同業

組合 
米穀の提供 

2 

災害応急用調

整粉乳調達に

関する協定書 

昭和55（1980）年 

12月23日 
森永乳業株式会社 調整粉乳の調達 

3 

災害時におけ

る相互協力に

関する協定書 

平成10（1998）年 

3月30日 
立川郵便局 

車両、施設等の提供、情報の相

互提供 

4 

災害時におけ

る緊急輸送業

務に関する協

定書 

平成12（2000）年 

3月1日 

赤帽首都圏軽自動車

運送協同組合多摩支

部 

輸送用車両及び運転手の提供 

5 

災害時におけ

る緊急輸送業

務に関する協

定書 

平成12（2000）年 

3月1日 

一般社団法人 

東京都トラック協会

多摩支部 

輸送用車両及び運転手の提供 

6 

災害発生時等

における燃料

等の優先供給

に関する協定

書 

平成13（2001）年 

12月21日 

東京都石油商業組合

多摩支部 
燃料等の優先的な供給 

7 

災害時におけ

る立川商工会

議所の協力に

関する協定書 

平成15（2003）年 

8月14日 
立川商工会議所 

道路啓開等の道路及び下水道等

の被害に対する応急措置 

倒壊家屋等からの生存者を救出

する業務 

救援物資の提供及び搬送 

浴場利用等のサービス提供 

被害状況等の情報提供 

8 

災害時におけ

る立川市商店

街振興組合連

合会の協力に

関する協定書 

平成15（2003）年 

8月14日 

立川市商店街振興組

合連合会 

避難所の応急炊き出し活動 

避難所への緊急物資の提供及び

搬送 

被害状況等の情報提供 

9 

災害時におけ

る食糧の供給

に関する協定

書 

平成15（2003）年 

11月13日 
立川給食株式会社 食糧の供給 

10 

災害時におけ

る食糧の供給

に関する協定

書 

平成15（2003）年 

11月13日 

シントミフーズ 

株式会社 
食糧の供給 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

11 

災害時医療救

護活動に関す

る協定書 

平成16（2004）年 

4月1日 

立川市三師会災害対

策本部 

（旧立川市三師会災

害医療センター） 

医療救護活動の協力 

12 

災害時におけ

る応急用食糧

品及び日用品

等の供給に関

する協定書 

平成16（2004）年 

6月1日 

ジェイアール東日本

商業開発株式会社 
食糧品及び日用品等の供給 

13 

災害時におけ

る応急用食糧

品及び日用品

等の供給に関

する協定書 

平成16（2004）年 

6月1日 

株式会社三越伊勢丹 

伊勢丹立川店 
食糧品及び日用品等の供給 

14 

災害時におけ

る応急用食糧

品及び日用品

等の供給に関

する協定書 

平成16（2004）年 

6月1日 
株式会社いなげや 食糧品及び日用品等の供給 

15 

災害時におけ

る応急用食糧

品及び日用品

等の供給に関

する協定書 

平成16（2004）年 

6月1日 

株式会社 

ルミネ立川店 
食糧品及び日用品等の供給 

16 

災害時におけ

る 衛 生 活 動

（理容）に関

する協定書 

平成19（2007）年 

12月20日 

東京都理容生活衛生

同業組合 
衛生活動（理容） 

17 

災害時におけ

る飲料の提供

及び情報配信

に関する協定

書 

平成20（2008）年 

3月6日 

株式会社 

ジャパンビバレッジ 
飲料の提供及び情報配信 

18 

災害時等の応

急活動の協力

に関する協定

書 

平成20（2008）年 

3月25日 

立川市建設業四団体

連合会 
応急活動 

19 

災害時におけ

る消防救助活

動の支援に関

する協定書 

平成20（2008）年 

3月25日 
立川消友会 消防救助活動 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

20 

災害時におけ

るボランティ

ア活動等の支

援に関する協

定書 

 

平成20（2008）年 

3月31日 

 

[改定] 

令和5（2023）年 

6月1日 

 

社会福祉法人 

立川市社会福祉協議

会 

ボランティア活動等の支援 

21 

災害時等の災

害防災情報放

送業務に関す

る協定書 

平成20（2008）年 

6月23日 

エフエムラジオ立川

株式会社 
市民への情報提供 

22 

災害時におけ

る自転車の提

供に関する協

定書 

平成22（2010）年 

9月1日 

西武造園株式会社・

株式会社プリンスホ

テル共同体 
(H24(2012).4.1変更) 

自転車の提供 

23 

災害時等にお

ける車両等障

害物除去応急

対応対策活動

に関する協定

書 

平成23（2011）年 

2月1日 

一般社団法人 

東京都自動車整備振

興会立川支部 

放置車両等の移動 

24 

災害時におけ

る乳幼児避難

者等の緊急受

入に関する協

定書 

平成23（2011）年 

4月1日 

社会福祉法人 

高峰福祉会 

（西砂保育園） 

乳幼児避難者等の緊急受入 

25 

災害時におけ

る農産物等の

供給及び農地

の使用に関す

る協定書 

平成23（2011）年 

5月11日 
立川農業振興会議 農産物の供給、農地の使用 

26 

災害時の応急

活動の協力に

関する協定書 

平成24（2012）年 

3月29日 

東京土建一般労働組

合多摩西部支部 
応急活動 

27 

災害時におけ

る動物救護活

動に関する協

定書 

平成24（2012）年 

8月6日 

東京都獣医師会多摩

西支部 
動物救護活動 

28 

災害時におけ

る飲料水の提

供に関する協

定書 

平成25（2013）年 

2月1日 
株式会社アクア 飲料水の提供 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

29 

災害時におけ

る医薬品等の

調達業務に関

する協定書 

平成25（2013）年 

3月25日 

ｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社 

株式会社ｽｽﾞｹﾝ 

東邦薬品株式会社 

株式会社ﾒﾃﾞｨｾｵ 

医薬品の供給 

30 

災害時におけ

る食糧の供給

に関する協定

書 

平成25（2013）年 

4月1日 

株式会社立川スクー

ルランチサービス 
食糧の供給 

31 

災害時におけ

る協力に関す

る協定書 

平成25（2013）年 

5月31日 

全日本冠婚葬祭互助

協会 

遺体の安置・搬送等に関する業

務 

32 

災害時におけ

る協力に関す

る協定書 

平成25（2013）年 

7月1日 

東京多摩葬祭業協同

組合 

遺体の安置・搬送等に関する業

務 

33 

災害時におけ

る応急用食糧

品及び日用品

等の供給に関

する協定書 

平成26（2014）年 

12月9日 
ＩＫＥＡ立川 食糧品及び日用品等の供給 

34 

災害時におけ

る応急対策の

協力に関する

協定書 

平成27（2015）年 

2月13日 

三和シヤッター工業

株式会社 

公共建築物等のシャッター・ド

ア等の緊急点検及び緊急修繕 

35 

災害時におけ

る乳幼児避難

者等の緊急受

入に関する協

定書 

平成27（2015）年 

3月1日 

社会福祉法人 

和の会 

（見影橋保育園） 

乳幼児避難者等の緊急受入 

36 

災害時におけ

る復旧支援に

関する協定書 

平成27（2015）年 

3月27日 

公益社団法人日本下

水道管路管理業協会 

下水道管路施設が被災したとき

に行う復旧支援 

37 

災害時におけ

る被災者への

民間賃貸住宅

の情報提供等

に関する協定

書 

平成27（2015）年 

5月1日 

公益社団法人東京都

宅地建物取引業協会

立川支部 

被災者への民間賃貸住宅に関す

る情報提供等 

38 

災害時におけ

る畳の提供に

関する協定書 

平成27（2015）年 

12月8日 

「５日で5000枚の約

束。」プロジェクト

実行委員会 

避難所等への畳の無償提供 



-114- 
 

番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

39 

緊急速報発信

ツール等の活

用及びガスの

安全に関わる

事象の情報提

供に関する協

定書 

平成28（2016）年 

1月25日 
東京ガス株式会社 

市の情報発信ツールを用いての

情報発信及び東京ガス株式会社

東京西支店からの情報提供 

40 

災害時におけ

る放送等に関

する協定書 

平成28（2016）年 

2月1日 

株式会社ジェイコム

東京多摩局 

（旧 株式会社ジェ

イコム多摩） 

災害時の情報提供及び放送の要

請 

41 

災害時におけ

る医薬品等の

調達業務に関

する協定書 

平成28（2016）年 

2月1日 
酒井薬品株式会社 医薬品の供給 

42 

災害時におけ

る物資供給に

関する協定書 

平成28（2016）年 

3月1日 

株式会社マツモトキ

ヨシ 
食糧品及び日用品等の供給 

43 

災害時におけ

る日用品等の

供給に関する

協定書 

平成28（2016）年 

3月25日 

株式会社ファースト

リテイリング 
日用品等の供給 

44 

災害時におけ

る支援協力に

関する協定書 

平成28（2016）年 

3月31日 
三井不動産株式会社 援助物資の一時集積場所の提供 

45 

災害時におけ

る乳幼児避難

者等の緊急受

入に関する協

定書 

平成28（2016）年 

4月1日 

社会福祉法人 

童愛会 

（江の島保育園） 

乳幼児避難者等の緊急受入 

46 

行政告知放送

の再送信に関

する協定書 

平成29（2017）年 

1月18日 

株式会社ジェイコム

東京多摩局 

（旧 株式会社ジェ

イコム多摩） 

行政告知放送の再送信 

47 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

平成29（2017）年 

2月1日 
市内社会福祉法人 

要配慮者等の受入 

備蓄品の提供 

支援物資提供拠点としての場所

提供 

応急・復旧に必要な応援職員の

派遣 等 

48 

災害時におけ

る地図製品等

の供給等に関

する協定書 

平成29（2017）年 

5月1日 
株式会社ゼンリン 地図製品等の供給 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

49 

災害時の応急

救護活動にお

ける妊産婦及

び乳児ケアに

関する協定書 

平成29（2017）年 

9月1日 

公益社団法人 

東京都助産師会北多

摩第一分会 

妊産婦及び乳児に対するケア支

援及び応急救護活動 

50 

災害時におけ

る緊急物資輸

送及び物資配

送等拠点の運

営に関する協

定書 

平成29（2017）年 

9月29日 

ヤマト運輸株式会社

西東京主管支店 

避難所等への救援物資の配送 

物資配送等拠点の運営 

救援物資の一時保管のための倉

庫施設の貸借 

物資配送等拠点の運営に必要な

資機材の提供 

51 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

平成30（2018）年 

2月20日 

医療法人社団 

東京石心会 

高齢者避難者等の受入 

車両の提供 

支援物資提供拠点としての場所

提供 

52 

災害時におけ

る無人航空機

を活用した支

援活動等に関

する協定書 

平成30（2018）年 

4月25日 

特定非営利活動法人

クライシスマッパー

ズ・ジャパン 

無人航空機による被災状況の調

査 

無人航空機により撮影した情報

の提供 

調査により把握した被災状況を

反映した地図の作成 等 

53 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

平成30（2018）年 

7月1日 

株式会社 

こたつ生活介護 

高齢者避難者等の受入 

車両の提供 

支援物資提供拠点としての場所

提供 

介護援助活動及び生活支援活動 

立川市備蓄品の保管 

応急復旧に必要な応援職員の派

遣 

地域と連携した防災訓練の実施 

54 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

平成30（2018）年 

7月17日 

株式会社ハーフ・セ

ンチュリー・モア 

要配慮者等の受入 

車両の提供 

支援物資提供拠点としての場所

提供 等 

55 

災害時におけ

る廃棄物処理

等に関する協

定書 

平成30（2018）年

11月1日 

廃棄物収集運搬委託

業者（８社） 
災害廃棄物の収集運搬等 

56 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

平成31（2019）年 

4月1日 

社会福祉法人 

修敬会 

（栄保育園） 

乳幼児避難者等の緊急受入 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

57 

災害に係る情

報発信等に関

する協定書 

平成31（2019）年 

4月1日 

ＬＩＮＥヤフー株式

会社 

（旧ヤフー株式会

社） 

キャッシュサイトの利用 

防災情報等の周知 

58 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和元（2019）年 

7月1日 
株式会社木下の介護 

災害時における高齢者避難者等

の緊急受入 

車両の貸し出し 

支援物資拠点としての場所提供 

介護援護活動及び生活支援活動 

平時における立川市備蓄品の保

管 

応急復旧に必要な応援職員の派

遣 

59 

災害時におけ

る被災者支援

に関する協定

書 

令和2（2020）年 

3月10日 

東京都行政書士会立

川支部 

行政書士法に定める業務に関す

る被災者向け相談 

60 

防災情報の提

供に関する協

定書 

令和2（2020）年 

3月10日 

ファーストメディア

株式会社 
防災情報等の周知 

61 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

3月10日 

大和自動車交通立川

株式会社 

災害時における避難行動要支援

者の移送 

62 

災害時におけ

る東京みどり

農業協同組合

との協力に関

する協定書 

令和2（2020）年 

3月13日 

東京みどり農業協同

組合 

みのーれ立川及びみのーれ立川

幸町店で保有する物資の提供等 

 

63 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

4月1日 

社会福祉法人 

若水会 

（柴崎保育園） 

災害時における乳幼児避難者等

の緊急受入 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

64 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

4月1日 

株式会社エクセレン

トケアシステム 

災害時における高齢者避難者等

の緊急受入 

65 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

8月1日 

医療法人社団  

国立あおやぎ会 

災害時における高齢者避難者等

の緊急受入 

介護救護活動及び生活支援活動 

地域と連携した防災訓練の実施 

66 

災害時におけ

る協力に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

8月6日 
株式会社セレモア 

遺体の収容、安置、搬送等に関

する業務 

67 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和2（2020）年 

8月6日 

日本交通立川株式会

社 

災害時における避難行動要支援

者の移送 

68 

災害時におけ

る給電車両貸

与に関する協

定書 

令和3（2021）年 

1月8日 

トヨタモビリティ東

京株式会社 

災害対応業務実施時に使用する

給電車両の貸与 

69 

災害時におけ

る相互連携に

関する基本協

定書 

令和3（2021）年 

3月12日 

東京電力パワーグリ

ッド株式会社立川支

社 

電力の復旧に支障となる障害物

等の除去及び応急措置の実施 

施設、駐車場等の利用 

市の広報手段の利用 

70 

災害時におけ

る緊急医療救

護所に関する

協定書 

令和3（2021）年 

4月1日 

社会医療法人財団 

健生会 立川相互病

院 

敷地の一部の緊急医療救護所と

しての利用 

緊急医療救護所の管理及び運営 

災害対策上必要な協力 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

71 

災害時におけ

る緊急医療救

護所に関する

協定書 

令和3（2021）年 

4月1日 

医療法人財団 立川

中央病院 

敷地の一部の緊急医療救護所と

しての利用 

緊急医療救護所の管理及び運営 

災害対策上必要な協力 

72 

災害時におけ

る緊急医療救

護所に関する

協定書 

令和3（2021）年 

4月1日 

医療法人財団 川野

病院 

敷地の一部の緊急医療救護所と

しての利用 

緊急医療救護所の管理及び運営 

災害対策上必要な協力 

73 

災害時におけ

る緊急医療救

護場所への人

員派遣等に関

する協定書 

令和3（2021）年 

4月1日 

国家公務員共済組合

連合会 立川病院 

緊急医療救護所への人員派遣 

災害対策上必要な協力 

74 

災害時におけ

る緊急医療救

護場所への人

員派遣等に関

する協定書 

令和3（2021）年 

4月1日 

独立行政法人 国立

病院機構 災害医療

センター 

緊急医療救護所への人員派遣 

災害対策上必要な協力 

75 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和3（2021）年 

7月1日 

医療法人社団光誠会

パークサイドヴィラ 

高齢者の避難緊急受入 

車両貸出 

支援物資拠点としての場所提供 

介護援護活動 

生活支援 

備蓄品の保管 等 

76 

災害時におけ

る井戸水の供

給協力に関す

る協定書 

令和3（2021）年 

8月30日 

大和自動車交通立川

株式会社 

災害発生時の生活用水の応急給

水に対する井戸水の供給 

77 

災害時におけ

る電動車両等

の支援に関す

る協定書 

令和3（2021）年 

8月30日 

三菱自動車工業株式

会社 

東日本三菱自動車販

売株式会社 

災害停電時における給電車両の

貸与 

給電車両を電源として使用する

ため移送 

その他 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

78 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和3（2021）年 

8月30日 
新立川交通株式会社 避難行動要支援者の移送 

79 

災害時におけ

る災害活動等

の支援に関す

る協定書 

令和3（2021）年 

8月30日 

立川観光自動車株式

会社 
避難行動要支援者の移送 

80 

災害時におけ

る応急救護活

動についての

協定書 

令和3（2021）年 

10月25日 

公益社団法人 

東京都柔道整復師会

多摩中央支部 

応急救護の実施 

衛生材料等の提供 

81 

災害時におけ

る段ボール製

簡易ベッド等

の優先供給に

関する協定書 

令和4（2022）年 

3月23日 

王子コンテナー株式

会社東京工場 

段ボール製簡易ベッド等の供

給、運搬 

82 

災害時におけ

る井戸水の供

給協力に関す

る協定書 

令和4（2022）年 

6月1日 

日本交通立川株式会

社 

災害発生時の生活用水の応急給

水に対する井戸水の供給 

83 

災害時におけ

る電動車両等

の支援に関す

る協定書 

令和4（2022）年 

6月8日 

トヨタＳ＆Ｄ西東京

株式会社 

災害停電時における給電車両の

貸与 

給電車両を電源として使用する

等 

84 

災害時におけ

る支援協力に

関する協定書 

令和4（2022）年 

9月4日 

イオンモール株式会

社 

災害時における車両による一時

避難所及び物資等の提供 
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番号 協定等の名称 締結年月日 協定相手 内容 

85 

立川市と特定

非営利活動法

人立川災害ボ

ランティアネ

ットの防災に

関する応援協

定書 

令和4（2022）年 

10月28日 

特定非営利活動法人

立川災害ボランティ

アネット 

防災力向上のため、避難所運

営、備蓄品、防災士、その他市

民への周知に関することの連携 

86 

株式会社建デ

ポとの災害時

における物資

等供給に関す

る協定書 

令和5（2023）年 

2月1日 
株式会社建デポ 災害時における物資等の供給 

87 

風水害時にお

ける支援協力

に関する協定

書 

令和5（2023）年 

3月1日 

セレモアホールディ

ングス株式会社 

風水害時における駐車場の一部

を一時退避場所等として提供 

88 

災害時におけ

る支援協力に

関する協定書 

令和5（2023）年 

11月24日 
株式会社ケーヨー 

風水害時における駐車場の一部

を一時退避場所等として提供 

災害時における物資等の支給 

 
 

  



-121- 
 

2. あらかじめ定められたルール等がある支援の一覧 

支援チーム等 関係機関 主な活動内容 

災害派遣部隊 自衛隊 

・行方不明者の捜索及び負傷者の救助 

・人員や物資の輸送 

・給水 

緊急消防援助隊 消防庁 

・大規模火災発生時の延焼防止等消火活動 

・高度救助用資器材を備えた部隊による要救助者の検索、救助

活動 

警察災害派遣隊 警察庁 
・検視、死体見分及び身元確認の支援 

・緊急交通路の確保 

災害時テレコム支援

チーム（ＭＩＣ－Ｔ

ＥＡＭ） 

総務省 

・情報通信サービスに関する被害状況の把握 

・関係行政機関・事業者等との連絡調整 

・地方公共団体に対する技術的助言や移動電源車の貸与等の支援 

被災文教施設応急危

険度判定 
文部科学省 ・被災文教施設の応急危険度判定 

災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ） 
厚生労働省 

・急性期（概ね48時間以内）から医療活動を実施 

・病院の医療行為を支援 

・被災地の外に搬送する広域医療搬送 

災害派遣精神医療チ

ーム（ＤＰＡＴ） 
厚生労働省 

・医療機関や避難所の被災状況の情報収集とアセスメント 

・既存の精神医療システムの支援 

・被災地での精神保健活動への専門的支援 

・被災した医療機関への専門的支援 

農林水産省・サポー

ト・アドバイス・チ

ーム（ＭＡＦＦ－Ｓ

ＡＴ） 

農林水産省 

・被災状況の迅速な把握 

・被災した農地・農業用施設、森林・林業施設、水産関係施設

等の被害拡大防止や早期復旧の技術支援 

緊急災害対策派遣隊

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ） 

国土交通省 

・被災状況の迅速な把握 

・被害の発生及び拡大の防止 

・被災地の早期復旧その他災害応急対応に対する技術的な支援 

・気象解説による市町村や関係機関の防災対応を支援（気象庁

防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）） 

全国被災建築物応急

危険度判定協議会 
国土交通省 ・被災建築物の応急危険度判定 

被災宅地危険度判定

連絡協議会 
国土交通省 

・被災宅地の危険度判定 

・擁壁等の宅地の危険度判定 

災害廃棄物処理支援

ネットワーク 

（Ｄ.Ｗａｓｔｅ－

Ｎｅｔ） 

環境省 

・一次仮置場の確保・管理運営、処理困難物対応等に関する現

地支援 

・生活ごみやし尿、避難所ごみ、片付けごみの収集・運搬、処

理に関する現地支援 

災害時情報集約支援

チーム（ＩＳＵＴ） 
内閣府 

・ニーズに応じて災害情報を集約・地図化し、専用Ｗｅｂサイト「Ｉ

ＳＵＴサイト」での掲載や、メール等によるＰＤＦ形式での提供 

・避難所、医療施設やインフラ施設（道路、電気、水道、通

信）等の状況を重ね合わせた地図を作成 
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3. ＤＩＳで要請する際のイメージ 

物資要請入力画面 
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物資要請状況確認画面 
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